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人間工学専門家認定機構 規約 

平成 15 年（2003）８月２日制定 

平成 19 年（2007）10 月 27 日改正 

平成 20 年（2008）４月 25 日改正 

平成 22 年（2010）4 月 23 日改正 

平成 23 年（2011）4 月 22 日改定 

平成 25 年（2013）4 月 26 日改定 

2019 年 4 月 17 日改定 

2024 年 7 月 1 日改定 

2026 年 4 月 24 日改定 

 

（名称および目的） 

第１条 本機構は一般社団法人日本人間工学会（以下「学会」という。）人間工学専門家認

定機構（以下「機構」という。）と称する。 

第２条 本機構は、人間工学専門資格制度の運営及び会員の活動並びに地位向上に対する

支援などを行うことによって、日本における人間工学の適正な実践とその普及を促

進し、もって社会の福利の増進に寄与することを目的とする。 

第３条 本機構は、一般社団法人日本人間工学会認定人間工学専門資格制度に関する規程

第１章第２節に基づき、設置される。 

 

（事業） 

第４条 本機構は、第２条の目的を達成するために、一般社団法人日本人間工学会認定人

間工学専門資格制度に関する規程第５条に定める次の事項を実施する。 

  一 人間工学専門資格制度の基本方針の検討及び制度の変更 

  二 認定人間工学専門家，認定人間工学準専門家，認定人間工学プラクティシ

ョナー各資格の認定に係る業務 

  三 会員に対する情報提供などのサービス事業 

  四 その他制度の運営に関する事項 

 

（会員および役員） 

第５条 本機構は日本人間工学会認定人間工学専門家，認定人間工学準専門家，認定人間

工学プラクティショナー, シニア認定人間工学専門家により構成される。 

第６条 本機構に、次の役員を置く。 

      機構長  １名 

      副機構長 １名 

      会計   １名 
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      事務局長 １名 

      幹事   １０名程度 

      監査   ２名 

  ２ 役員の任期は２年間とする。ただし再任を妨げない。 

第７条 機構長は機構を代表し、会務を統括する。また、総会および幹事会を招集する。 

  ２ 機構長は、総会において認定人間工学専門家の中から互選によって選出し、学会

理事会の承認を経て理事長が委嘱する。 

第８条 副機構長は機構長を補佐し、機構長に事故ある時はその職務を代行する。 

第９条 会計は、本機構の財務を統括する。また会計は、日本人間工学会認定人間工学専

門資格制度に関する規程第７条に定める会計責任者の職務を遂行する。 

第 10条 幹事会は、監査を除く役員で構成され、本機構の業務を執行し、総会に提案すべ

き事項について評議し、総会の承認を必要としない事項について議決する。 

第 11条 監査は、本機構の会務の監査を行う。 

  ２ 監査は、総会において、認定人間工学専門家の中から互選によって選出する。  

第 12条 副機構長、会計、事務局長は、機構長が指名し、総会で承認する。幹事は機構長

が指名する。 

第 13条 会員が日本人間工学会認定人間工学専門家，認定人間工学準専門家，認定人間工

学プラクティショナー, シニア認定人間工学専門家の資格を失った場合は，機構

を退会（名簿から削除）となる．  

 

（組織） 

第 14条 総会は定期総会および臨時総会とし、機構長が主催する。 

２ 定期総会は毎年１回開催され、認定人間工学専門家の５分の１以上の出席によ

り成立する。ただし、代わりの認定人間工学専門家を代理人として表決を委任し

た者は出席とみなす。 

３ 臨時総会は機構長または幹事会が必要と認めた時、あるいは認定人間工学専門

家の１０分の１以上の要求があった場合に開催する。 

４ 総会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決すると

ころによる。 

第 15条 総会の承認を必要とするものは、次の事項とする。 

      一 事業計画および収支予算 

      二 事業報告および収支決算 

      三 附則第３条に定める事項 

      四 その他幹事会において必要と認めた事項 

第 16条 認定人間工学専門家試験結果への受験者からの異議申し立てについて審議するた

めに、幹事会の下に試験結果監査機関を置く。 

   ２ 試験結果監査機関のメンバーは、試験実施に関係していない会員の中から機構
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長が指名する。 

 

（会計および運営） 

第 17条 本機構の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

第 18条 本機構の経費は次の収入をもってあてる。 

      一 会員が納入する会費 

二 日本人間工学会認定人間工学専門資格制度に関する規程第９条で定める、

受験者及び会員が納入する各種手数料等 

      三 寄付および補助助成の金品 

      四 その他の収入 

第 19条 本機構の会費は以下のとおりとする。 

認定人間工学専門家（学会正会員）年額５千円 

認定人間工学専門家（非学会正会員）年額１万円 

認定人間工学準専門家 ５年間 1万円（年額２千円） 

認定人間工学プラクティショナー ５年間 1万円（年額２千円） 

シニア認定人間工学専門家 終身 1万円 

第 20条 本機構の会計は、人間工学専門資格制度の運用に関する部分は日本人間工学会認

定人間工学専門資格制度に関する規程第１章第３節に定める人間工学専門資格制

度特別会計として取り扱う。 

第 21条 本機構は、総会及び幹事会の議事をはじめとした機構活動の実施に関する記録を

作成し、保管するものとする。 

第 22 条 日本人間工学会認定人間工学専門資格制度に関する規程第 22 条に基づく文書を

作成し、学会理事会及び会員に対して提出するものとする。 

第 23 条 日本人間工学会認定人間工学専門資格制度に関する規程第 23 条の機構事務局を

一般社団法人日本人間工学会事務局内に置く。 

 

（附則） 

第１条 本規約の改正は、総会の議決による。 

第２条 本規約の施行について必要な事項は、機構細則で別に定める。 

第３条 本機構の解散ならびに解散に伴う財産の処分は、総会において出席者の３分の２

以上の同意を得ることを要する。 

第４条 本規約は 2026年 4月 24日から施行する。 

 

 

 


